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令和６年度行政評価結果の概要（対象：令和５年度実施事業） 
 
 
１ 行政評価の概要 
  限られた財源の下で、持続可能なまちづくりを進めるため、市政運営を総合的にとらえ
るマネジメントシステムとして、行政評価システムを平成２１年度から段階的に導入し、  
２３年度から本格実施しています。この度は、令和５年度決算分について、高松市行政評
価基本方針に基づき評価を実施し、その結果を取りまとめました。 

 
 
総合合計画の的確な進行管理、施策や事業の 

優先化、重点化を図るためのツールとして、 
６つのまちづくりの目標の下に構成される 
政策・施策・基本事業・事務事業について 
評価を実施しました。 
 階層ごとに評価を得点化し、その得点率を 
右表の基準によりＡ～Ｄの４階層に区分して 
います。 
 
 
 
２ 令和６年度行政評価の概要 
（１）政策評価 
  ア 対象     ： 第６次高松市総合計画に定める全２１政策 
  イ 評価者  ： 市長 
  ウ 評価方法 ： 下位の施策評価の平均得点率により評価 
  エ 評価結果一覧  

  

※（）内は前年度評価 
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Ｃ評価（６政策） 
・心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成 ・元気を生み出すスポーツの振興    
・基本的人権を尊重する社会の確立     ・快適で人にやさしい都市交通の形成 
・文化芸術の振興と発信          ・参画・協働によるコミュニティの再生 

Ｄ評価（１政策） 
・国際・国内交流の推進と定住の促進 
 

Ｃ評価（６施策） 
・学校教育環境の整備      ・国際・国内交流の推進 
・生涯学習の推進        ・自転車の利用環境の向上 
・スポーツの振興        ・離島の振興 

D評価（７施策） 
・青少年の健全育成            ・移住・交流の促進 
・人権尊重意識の普及・高揚        ・生活衛生の向上 
・特産品の育成・振興とブランド力の向上  ・参画・協働の推進 
・文化財の保存・活用 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）施策評価 
  ア  対象  ：第６次高松市総合計画に定める全６０施策 
  イ 評価者 ：各施策に置かれる評価担当局の局長 
  ウ 評価方法：成果指標（最大３指標）の達成度を得点化 
  エ 評価結果一覧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※（）内は前年度評価 
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（３）基本事業評価   
ア 対象  ：第６次高松市総合計画に基づく基本事業（１５１事業）のうち、下位の 

事務事業の全てが評価対象外であるものを除いた１２７事業 
  イ 評価者 ：上位施策の評価担当局である局の局長 
  ウ 評価方法：下位の事務事業評価結果の平均得点率 
  エ  評価結果一覧   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）事務事業評価  

ア 対象  ：第６次高松市総合計画に基づく事務事業（６７３事業）のうち、評価対 
  象外事業を除いた３８７事業 

   イ 評価者 ：事務事業を所管する局長 
   ウ 評価方法：成果指標（最大２指標）の達成度を得点化した 

客観的評価と妥当性、有効性、効率性の各区分の 
主観的評価の合計得点率 

 エ 評価結果一覧  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※（）内は前年度評価 

※（）内は前年度評価 
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 オ 今後の方向性評価 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 令和６年度行政評価結果の総括 
(１) 総合評価結果について 
政策評価・基本事業評価・事務事業評価では、評価「Ａ」が増加しました。また、施

策評価では、評価「Ａ」が減少したものの、評価が良くなった施策数は悪くなった施策
数を上回りました。全ての階層において、評価「Ｄ」が減少しました。 
政策評価では、全２１政策のうち、１４政策（６６．７％）が比較的高評価のＡ・Ｂ

評価となった一方、「心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成」、「基本的人権を尊重す
る社会の確立」、「文化芸術の振興と発信」、「元気を生み出すスポーツの振興」、「快適で
人にやさしい都市交通の形成」、「参画・協働によるコミュニティの再生」の６政策がC
評価、「国際・国内交流の推進と定住の促進」の１政策がＤ評価となりました。 
施策評価では、全６０施策のうち、４７施策（７８．４％）が比較的高評価のＡ・Ｂ

評価となった一方、「学校教育環境の整備」、「生涯学習の推進」、「スポーツの振興」、「国
際・国内交流の推進」、「自転車の利用環境の向上」、「離島の振興」の６施策がＣ評価、
「青少年の健全育成」、「人権尊重意識の普及・高揚」、「特産品の育成・振興とブランド
力の向上」、「文化財の保存・活用」、「移住・交流の促進」、「生活衛生の向上」、「参画・
協働の推進」の７施策がＤ評価となりました。 
基本事業評価では、評価対象事業の８８．１％が比較的高評価のＡ・Ｂ評価となった

一方、１１．９％がＣ・Ｄ評価となりました。 
事務事業評価では、評価対象事業の９１．３％が比較的高評価のＡ・Ｂ評価となった

一方、８．７％がＣ・Ｄ評価となりました。事務事業の今後の方向性評価については、
評価対象事業のうち８５．１％が「拡充」・「継続」、７．５％が「改善継続」・「縮小」と
なりました。 
 
 
 

※（）内は前年度評価 
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(２) 今後の取組について 
昨年、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類へ移行されたことを受

け、社会経済の立て直しなどの様々な課題に遅滞なく対応し、事業を着実に推進していくこ
とが求められます。 
また、今回の結果を踏まえ、各事務事業の施策に対する貢献度や各施策の市民満足度調査

における満足度への寄与度を分析するなど、事業の必要性を改めて検討し、成果の向上に向
けてスクラップ・アンド・ビルド等を実施していくことが求められます。また、EBPMを実
践するほか、OODA（ウーダ）ループの仕組みを活用し、迅速に質の高い判断を行い、柔軟
な事業展開を実施していく必要があります。 
これらの取組をとおして、令和６年度を始期とした第７次総合計画の目指すべき都市像

「人がつどい 未来に躍動する 世界都市・高松」の実現に向け、着実に取組を進めていく
必要があります。 
なお、令和７年度（令和６年度決算分）行政評価からは、新しい行政評価システムの稼働

に伴い、新方針に基づき、評価を実施していくこととしています。 
 

※ 行政評価結果報告書が必要な方 
 本市ホームページ 
（ http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/keikaku/sogo/hyo
ka/index.html）からダウンロードしてください。 
 
 


